
中高校生の間で流行っているプロフやブログの中にも制服
姿の写真やプリクラ等を載せているものが多数見られます。
画像を悪用される恐れがあるため、個人情報と同様取扱いに
は細心の注意が必要です。
また複数で写っている写真等を公開する場合は、一緒に
写った人の許可を取っていないためにトラブルに発展した
ケースもあります。

他方・・・・ 千葉県では、女子高校生３人が携帯電話で下半身を露出した画像を撮影し、
出会い系サイトで知り合った男性にメールで送信したとして児童買春・児童ポル
ノ禁止法違反容疑で書類送検されています。
少女等は「遊ぶ金が欲しかった」と話し、何のためらいもなく制服姿で撮影した
ものや、顔を隠すことなく撮影したものもありました。

ネット上に公開された情報・画像は二度
と回収出来ません！！

先進国の中で日本は、児童ポルノ画像の氾濫や児童買春ツアー等、国際的な非難を浴びており、また、そ
れに対する取組みの遅れが指摘されています。

先の通常国会において、児童ポルノの規制強化を内容とする法案が成立には至らなかったものの、マスコミ
に多数取り上げられました。児童ポルノ問題に対する国民の関心も極めて高いものとなっており、全国警察を
上げて取締りの強化を図っているところです。

ネット上には児童ポルノ画像が蔓延しており、中には児童が下校途中にそそのかされ、人気のない路地や屋
内に連れ込まれ、わいせつな行為をされて、裸の写真を撮られているものも見られます。

被害を受けた児童は、肉体的・精神的な被害を受けることは言うまでもなく、ネット上に公開された画像は永
久に回収することは出来ないため、一生その傷を背負って生きていかなければなりません。

また、被害に遭うのは少女に限ったことではありません。男の子も児童ポルノの被害に遭っているのです。

登下校の際には今一度、知らない人の声かけには絶対について行かないよう指導の徹底をお願いします。

また、学校で声かけ事案等の被害を把握された場合は警察への情報提供をよろしくお願いします。

児童ポルノとは・・・・（児童買春、児童ポルノ禁止法第２条第３項）
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視
覚により認識することができる方法により描写したもの。
１ 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
２ 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性
欲を興奮させ又は刺激するもの
３ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


